
もったいない を ありがとう へ

「賞味期限までに食べきれそうにない」「たくさんもらって余っている」など、

ご家庭に眠っている食品があれば、ぜひお持ちください。

令和7年12月８日(月) ～12月12日(金)

（例）
米、乾麺、ふりかけ、乾物、缶詰、レトルト食品、
お菓子、調味料（醤油、食用油、味噌、カレールゥ
など）、飲料（水、ジュース、コーヒーなど）など

食品の保管等の関係で、下記条件をいずれも満たす食品のみ

とさせていただきます。

・12月12日時点で、賞味期限まで2か月以上あるもの

・常温保存できるもの（冷凍品、冷蔵品、生鮮食品は不可）

・未開封で、包装が破損していないもの

・日本語で製造者、販売者が表記されているもの
（条件に合わない食品は、お持ち帰りいただくことがあります。）

（米は、販売者、産地などが表示された未開封のもの。古米（前年度産）までを対象とします。）

日 時

受 付
場 所 橿原市役所分庁舎（ﾐｸﾞﾗﾝｽ）２階

（橿原市内膳町1－1－60）こども政策課集める食品

を実施します！

午前９時～午後４時３0分

問い合わせ先： 橿原市役所 こども政策課
☎ ４７-２７８６ ✉kodomoseisaku@city.kashihara.nara.jp

フードドライブとは、家庭で余っている食品を集め
食べ物を必要とする団体などに寄付をする活動です

条件

集まった食品は、
橿原市フードパントリー事業等
で配布します！

お菓子、お米、レトルト食品、ラーメン、
缶詰類などが喜ばれます！！

フードパン鳥

「フードパントリー」はここをチェック！

食品ロスの
削減へ！


